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【新旧対照表】 

 

対象箇所 現行 変更後 

Ⅰ 基本約款の適用 

 ２ 基本約款等の適用  

(2) 

法令の改正により基本約款等の変更の必要が生じた

場合，その他当社が必要と判断した場合には，この

基本約款等を変更することがあります。 

この場合，原則として料金にかかわる条件は変更

の直後の検針日の翌日から，その他の供給条件は変

更を行った日から，変更後の基本約款等によるもの

とし，(2)および(3)に従ってお客さまにお知らせい

たします。 

法令の改正により基本約款等の変更の必要が生じた場合，その

他当社が必要と判断した場合には，民法第 548 条の４に定める

定型約款変更の規定により，お客さまの了承を得ることなく，

基本約款等を変更することがあります。 

 当社は，あらかじめ基本約款等を変更する旨および変更後の

規定の内容ならびに変更の効力発生日を，書面の交付，インタ

ーネット上での開示または電子メールの送信，その他当社が適

当と判断した方法（以下「当社が適当と判断した方法」といい

ます。）によりお客さまにお知らせいたします。 

 ３ 用語の定義 (25)「ガス小売事業者」… ガス事業法第２条第３

項に規定される事業者をいいます。 

(25)「ガス小売事業者」… ガス事業法第２条第３項に規定さ

れる事業者をいいます。 

(26) 「一般ガス導管事業者」… ガス事業法第２条第５項に規

定される事業を営む一般ガス導管事業者としての東京ガス株式

会社をいいます。なお，2022 年４月以降は，東京ガスネットワ

ーク株式会社をいいます。 

 

 

 

 



 

対象箇所 現行 変更後 

Ⅱ 契約の成立および契

約期間 

 ５ 契約の申し込み 

 （1） 

お客さまがこの基本約款等にもとづくガス需給契

約の適用を希望される場合は，あらかじめこの基本

約款等の内容および託送供給約款におけるお客さま

に関する事項およびガスの供給に必要なお客さまの

情報を当社と東京ガスとの間で共同利用することを

承諾のうえ，当社に申し込みをしていただきます。 

お客さまがガス需給契約の適用を希望される場合は，あらかじ

め基本約款等の内容，および託送供給約款におけるお客さまに

関する事項ならびにおよびガスの供給に必要なお客さまの情報

を当社と東京ガス,および一般ガス導管事業者との間で共同利用

することを承諾のうえ,当社に申し込みをしていただきます。 

 ７ ガス小売供給の開

始および更新 

 (1) 

当社は，契約成立日以降，かつ，各種手続き完了

後最初の定例検針日（契約成立日と定例検針日が同

日の場合を含みます。）の翌日（以下「適用開始

日」といいます。）にガス小売供給を開始します。

また，契約成立日が新たにガスの使用を開始する日

（スイッチングによる開始を含みます。）以前の場

合は，そのガスの使用を開始する日を適用開始日と

します。 

当社は，契約成立日以降，かつ，各種手続き完了後最初の定例

検針日（契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。）の

翌日（以下「適用開始日」といいます。）にガス小売供給を開始

します。また，契約成立日が新たにガスの使用を開始する日

（スイッチングによる開始を含みます。）以前の場合は，そのガ

スの使用を開始する日を適用開始日とします。 

ただし，お客さまの求めにより，当社が合意した日を適用開始

日とする場合があります。なお，この場合はお客さまから検針

にかかる費用を申し受けます。   

 

 

 

 

 

 



 

対象箇所 現行 変更後 

 １５ 使用量のお知らせ 当社は，東京ガスが 14 の規定により算定した使用

量を，当社が適当と判断した方法により，速やかに

お客さまにお知らせいたします。 

当社は，東京ガスまたは一般ガス導管事業者が 14 の規定によ

り算定した使用量を，電磁的方法その他当社が適当と定める方

法により  お客さまにお知らせいたします。 

Ⅴ 供給 

 ２４ 供給ガスの熱

量、圧力および燃焼性 

 (2) 

供給ガスは，燃焼性によって類別されています

が，東京ガスの類別は東京地区等，群馬地区は 13

Ａですので，消費機器はそれぞれ 13Ａ，13Ａ･12Ａ

共用とされている消費器具が適合いたします。 

供給ガスは，燃焼性によって類別されていますが，東京ガスの

類別は 13Ａですので，消費機器はそれぞれ 13Ａとされている消

費器具が適合いたします。   

 ２８ 供給制限等の賠

償 

 (2) ※追加 

 当社が，前号にかかわらず，お客さまの受けた損害について賠

償の責めを負う場合であっても，当社が賠償する損害の範囲

は，当社に故意または重大な過失がある場合を除き，逸失利益

を除く通常かつ現実の損害に限るものとします。 

 


